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手引き改訂の視点

 都市が抱える課題の分析及び解決すべき課題の抽出手順の詳細化（マクロ・ミクロ）
 定量的な目標・効果設定の重要性

防災まちづくりの更なる推進に向けた先行事例・新制度等の追加R3.7 改訂

防災指針の先行事例等の追加

H29.4 改訂

防災まちづくりに資する新制度の追記
・浸水被害防止区域等の創設
・一団地の都市安全確保拠点施設制度の創設
・防災性向上に係る地区計画制度の拡充
・防災集団移転促進事業のエリア要件、担い手の拡充
・特別緑地保全地区の緑地指定要件の追加

H30.4 改訂
 関連施策との連携強化やスマート・プランニングによる「質の向上」
 都市のスポンジ化への対応、官民連携施策の取組

R2.9 改訂

 まちづくりにおける「防災・減災の主流化」に向け、災害リスクの分析・課題抽
出を通じた防災・減災対策を位置付ける防災指針の作成

 魅力あるまちづくりの実現に資する誘導施策等の充実
 複数市町村による計画の共同作成、都市計画基礎調査の活用、客観的データに基

づく目標値の設定等、計画の質の向上

・「防災コンパクト先行モデル都市」における防災指針
検討・作成事例の追加
（災害リスク分析、防災・減災の取組、目標設定等）

・「水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドラ
イン」を踏まえた内容の充実

R3.10 改訂 居住誘導区域から災害レッドゾーンを原則除外する政令の施行の反映

R4.4 改訂 居住誘導区域外の災害レッドゾーン内における届出・勧告に係る公表規定の施行の反映等
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～はじめに～ ①立地適正化計画について
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○市町村マスタープランにコンパクトシティを位置づけている都市が増えています。一方で、
多くの都市ではコンパクトシティという目標のみが示されるにとどまっているのが一般的で、
何をどう取り組むのかという具体的な施策まで作成している都市は少ないのが現状です。

○また、コンパクトシティ形成に向けた取組については、都市全体の観点から、居住機能や都市
機能の立地、公共交通の充実等に関し、公共施設の再編、国公有財産の最適利用、医療・福祉、
中心市街地活性化、空き家対策の推進等のまちづくりに関わる様々な関係施策と連携を図り、
それらの関係施策との整合性や相乗効果等を考慮しつつ、総合的に検討することが必要です。

○そこで、より具体的な施策を推進するため、平成26年8月に「立地適正化計画」が制度化され
ました。これは、都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加えて、居住機能や都市機
能の誘導によりコンパクトシティ形成に向けた取組を推進しようとしているものです。

立地適正化計画制度のイメージ図

市街化区域

居住誘導区域

都市計画区域

都市機能誘導区域

(１)立地適正化計画制度の創設



○立地適正化計画制度を有効活用するためには、本制度（特に都市機能誘導区域制度）が、これま
での都市計画法に基づく市町村マスタープランや土地利用規制等とは異なる全く新しい仕組みで
あることを認識して検討を進めることが重要です。

○これまでは人口の増加や成⾧・拡大が前提となる中で、将来の都市像がある程度予測可能な状態
の中で土地利用規制やインフラの整備で都市をコントロールしてきました。しかしながら、
今後人口を維持、あるいは減少する可能性が大きい中で、持続可能で安全・安心して暮らせる
都市づくりを進めるためには、これまでの土地利用規制等で都市をコントロールするだけでは
なく、都市の住民・企業の活動等にこれまで以上に着目し、量ではなく質の向上を図るために
都市を「マネジメント」するという新たな視点をもって取り組んでいく必要があります。

○このような背景のもと、①これまでの都市計画制度のツールについても、調整区域の規制、
都市計画施設の見直し、民間活力を活用した開発など、取り組みの高度化を図るとともに、
②立地適正化計画制度においては、これまで都市計画の中で明確には位置づけられてこなかった
各種の都市機能に着目し、これらを都市計画の中に位置づけ、その「魅力」を活かすことに
よって、居住を含めた都市の活動を「誘導」することで都市をコントロールする新たな仕組みを
構築していることに留意し、視野を広げて取り組むことが必要です。

○また、「コンパクトシティ」については、これまで人口減少、財政事情の悪化等への対応として
「守り」の側面を強調して説明されてきましたが、「賢い」土地利用により人口密度を維持する
ことで生産性向上など「稼ぐ力」の引き出しや「健康寿命延伸」など都市の課題解決に対して
「攻め」の対応で貢献する施策であることに着目することが重要です。

○さらに、気候変動の影響により頻発・激甚化する自然災害への対応として、災害リスクを踏まえ
た防災まちづくりの目標を設定し、災害に強いまちづくりをと併せて都市のコンパクト化を進め
ることが必要です。
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(２)これまでと異なる取組という認識
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（出典：富山市資料を基に国土交通省作成）

一定密度の集約型市街地に
～サービス産業の生産性向上～

公共交通を利用しやすいまちに
～中心市街地の再興に～

高齢者一人ひとりが元気に
～地方財政の健全化へ～

■ホームヘルパー１人当たりの
サービス提供量が

○割増加
マイカー利用者と公共交通利用者の消費行動比較

■中心市街地の消費額を

○○億円増加

■必要となる医療費を

○○億円削減

（出典：富山市資料）
（出典：筑波大学久野教授資料）

運動しない人は、運動
する人より年間10万円も医療費が高い

マイカー利用者は、まちなか
での滞在時間が短く、消費も少ない

高齢者人口密度と
ホームヘルパーの派遣可能回数

（回／日）

ホームヘルパーの
人手不足を緩和

訪問介護事業所
サービス利用者宅

（イメージ）

1.4倍

～コンパクトシティ形成による効果の例～

(３)立地適正化計画作成の手引きの趣旨

○本手引きは、コンパクトシティ形成推進のための立地適正化計画の作成を支援する観点から、当
該計画の作成手順や留意点などをとりまとめたものです。各市町村におかれては、本手引きを活
用いただきながら、当該計画の作成と同計画に基づくコンパクトシティ形成に向けた取組を推進
頂くようお願い致します。

○なお、本手引きの課題の分析については網羅的に記載しておりますので、必ずしも全て行う必要
はありません。活用にあたっては、各市町村において必要となる検討を頂ければと考えています。

～はじめに～ ①立地適正化計画について
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～はじめに～ ②立地適正化計画の作成の流れ

市町村都市再生協議会の設置

立地適正化計画の作成・公表
都道府県への送付

計画の達成状況の評価
市町村都市計画審議会への報告

必要に応じて、計画を見直し

立地適正化計画の検討

立地適正化計画の作成の流れ

誘導施設の整備に関する事業
について立地適正化計画に記
載し、交付金を活用する場合
には、国へ計画を提出

既存の法定協議会や
任意の協議会も活用可能

事業・施策の実施

立地適正化計画の検討の進め方

市町村都市計画審議会の意見聴取

反
映

１．関連する計画や他部局の関係施策等の整理

２．都市が抱える課題の分析及び解決すべき課題の抽出
３．まちづくりの方針(ﾀｰｹﾞｯﾄ)の検討

４．目指すべき都市の骨格構造の検討

５．課題解決のための施策・誘導方針(ｽﾄｰﾘｰ)の検討

７．誘導施策の検討

６．誘導施設・誘導区域等の検討

９．定量的な目標値等の検討

１０．施策の達成状況に関する評価方法の検討

立地適正化計画素案の作成

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ・公聴会・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等による住民意見の聴取
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８．防災指針の検討
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～はじめに～ ③立地適正化計画の検討のポイント

○立地適正化計画は、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等の様々な都市機能の誘導により、都市全
域を見渡したマスタープランとして位置づけられる「市町村マスタープランの高度化版」であるととも
に、将来の目指すべき都市像を実現する「戦略」としての意味合いをもつものです。

○立地適正化計画の内容としては、
・ まちづくりの方針（ターゲット）の検討
 どのようなまちづくりを目指すのか。

・目指すべき都市の骨格構造、課題解決のための施策・誘導方針（ストーリー）の検討
 どこを都市の骨格にするのか。都市が抱える課題をどのように解決するのか。

どこにどのような機能を誘導するのか。
・誘導区域等、誘導施設及び誘導施策の検討
 具体的な施設、区域をどう設定するのか。施設を誘導するため、どのような施策を講じるのか。

の３つの検討が重要です。
○ただし、多くの都市においては、｢まちづくりの方針(ターゲット)｣、｢目指すべき都市の骨格構造、課題

解決のための施策・誘導方針（ストーリー）｣の検討がなされないままに、｢誘導区域等の検討｣に囚われ
がちです。

○したがって、まずは関連する計画や他部局の関係施策等の整理を行った上で都市の現状と将来を展望し、
・市民の生活や経済活動を支える上で都市がどのような課題を抱えているのか
・（⾧期を展望しつつ）２０年後にも都市の防災性を高めつつ、持続可能な都市としてどのような姿を

目指すのか
を分析し、解決すべき課題を抽出すれば、自ずと誘導すべき土地利用や施設が見えてきます。

○また、目標とする都市の実現に向けて、居住の安全をどのように確保していくかを併せて検討すること
が求められます。 10

～｢３つの検討｣とその前提となる課題の分析・抽出～

・ まちづくりの方針（ターゲット）の検討

・目指すべき都市の骨格構造、課題解決のための施策・誘導方針（ストーリー）の検討

・誘導施設、誘導区域等及び誘導施策の検討



１．関連する計画や他部局の施策等に関する整理について
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関連する計画

１.関連する計画や他部局の関係施策等の整理について

関連する計画・他部局の施策等の一覧

 市町村の総合計画
 市町村マスタープラン
 都市計画区域マスタープラン
 地方版総合戦略
 流域水害対策計画

等

 地域公共交通計画
 中心市街地活性化基本計画
 公共施設等総合管理計画
 農業・林業

・農業振興地域整備計画
・地域森林計画
・市町村森林整備計画

 地域防災計画
 都道府県住生活基本計画
 福祉・医療

・都道府県医療計画
・市町村介護保険事業計画
・市町村高齢者居住安定確保計画
・市町村地域福祉計画 等

 まちづくりのための公的不動産有効活用ガイドライン
 健康・医療・福祉のまちづくりのための推進ガイドライン
 まちづくりにおける健康増進効果を把握するための歩行量（歩数）調査のガイドライン 等

 都市構造の評価に関するハンドブック
 鉄道沿線まちづくりガイドライン
 スマート・プランニング実践の手引き

他部局の施策等

参考となる指針等
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○コンパクトシティ形成に向けた取組は、公共交通の充実、防災、公共施設の再編、国公有財産の最適利
用、医療・福祉、中心市街地活性化等のまちづくりに関わる様々な関係施策と連携を図り、それらの関
係施策・計画との整合性や相乗効果等を考慮しつつ、総合的に検討することが必要です。

○また、当制度における誘導施設は、新しい仕組みです。例えば、従来からの用途地域の仕組みは、い
わば「pull型」で、13類型から選択すれば具体の立地は「お任せ」である一方、当制度は、立地させ
たい施設を「選んで」記述し誘導する、いわば「push型」です。そのため、医療・福祉、地域経済な
どの他分野と連携し、各分野の施設の立地の動向や方向性の共有無くては、誘導施設は設定できません。

○そのためには、他の担当部局等はもちろん、誘導施設を整備する民間事業者、交通事業者等の様々な
関係者が参画する協議会を設置するなど、都市計画部局と他部局等が連携して、都市が抱える課題・
ターゲットを共有して、解決に取り組んでいくことが重要です。

様々な関係施策との連携イメージ

医療・福祉
防災

都市農業

住宅
公共施設再編地域公共交通

学校・教育
子育て

広域連携

立地適正化計画

都市再生・
中心市街地活性化

環境

 河川整備計画
 低炭素まちづくり計画
 地方公共団体実行計画

（地球温暖化対策推進法）
 インフラ⾧寿命化計画
 管理構想

等



○市町村マスタープランと立地適正化計画はそれぞれ独立したものであるが、立地適正化計画はマスター
プランとしての性格を持つものであることから、立地適正化計画の一部（都市再生特別措置法第81条第
2項第１号の「立地の適正化に関する基本的な方針」）については、市町村マスタープランと見なされる
ものとなっています。

○このような規定を踏まえれば、市町村マスタープランの改定時期を迎えているような場合は、市町村マ
スタープランに立地適正化計画の内容を盛り込んで一体のものとして作成することも考えられます。ま
た、都市再生特別措置法第81条第22項に定める住民合意プロセス等の所定の手続きを経た立地適正化計
画を既存の市町村マスタープランに追加して一体のものとすることも可能です。

１．関連する計画や他部局の関係施策等の整理について
(1)市町村マスタープランと立地適正化計画を一体の計画として作成した事例
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岩手県北上市（令和4年3月）

既存の都市計画マスタープラン（全
体構想、地域別構想）に、立地適
正化計画を追加し策定。

○構成
第1部 全体構想
第2部 立地適正化計画
第3部 地域構想

全体構想において「都市拠点」として
「中心市街地型」と「商業業務型」の
2地区を位置付け、都市全体を支え
る核とすることを目指し、立地適正化
計画においては、各々を「中心市街
地型都市機能誘導区域」、「商業業
務型都市機能誘導区域」として設定
し、地区の特性に応じた都市機能の
誘導を図る。

都市計画マスタープラン全体構想 土地利用方針・拠点配置図

立地適正化計画の位置付け



市街地の拡散・人口減少 公共交通沿線に居住を誘導

Ｚ

公共交通沿線へ
の居住の誘導

拠点エリアへの
医療、福祉等の
都市機能の誘導 拠点エリアにおける循環型の

公共交通ネットワークの形成

中心駅

歩行空間や自転車
利用環境の整備

コミュニティバス等による
フィーダー（支線）輸送

拠点エリア

マイカーが主要な移動手段

公共交通空白地域
立地適正化計画

地域公共交通再編実施計画
連携

乗換拠点の
整備

拡散した市街地

拠点間を結ぶ
交通サービスを充実

好循環を実現

デマンド型

乗合タクシー等
の導入

コンパクトシティ＋ネットワーク

現状：地域の大切な公共交通の維持・確保が厳しい状況

いずれのバス路線も
低頻度の運行回数

公共交通の
利用者の減少

公共交通事業
者の経営悪化

公共交通サービス
水準の低下負のスパイラル

これからの姿：利便性の高い公共交通で結ばれたコンパクトなまち

持続安定的な
公共交通事業の確立

都市の持続可能性
が確保

１．関連する計画や他部局の関係施策等の整理について
(2)地域公共交通施策との連携

14



１．関連する計画や他部局の関係施策等の整理について
(3)医療・福祉施策との連携

周辺地域の住民も含め、在宅で医療，看護，介護サー
ビスが受ける体制が整い、 いつまでも在宅で安心して
生活できる

病院
（建物の下層部）

新築マンション
（上層部）

上層部を民間事業者がマンション開
発することで、老朽化した病院の建替
え費用負担を極小化した事例

・老朽化した福祉・医療施設の建て

替えにあたって、高度利用が可能

となるよう容積率を緩和

高齢化が進展しているにも
かかわらず、住宅の周辺に
福祉・医療施設等がない

高齢者向け賃貸住宅と在宅医療・看護・
介護サービスの拠点

地域の医療を支える
地域医療拠点都市が抱える課題

生活サービス機能の計画的配置

15

○立地適正化計画による居住や都市機能の誘導に合わせて福祉・医療政策を展開することによって、
より多くのまとまった地域において効果的・効率的な福祉・医療サービスを住民に提供することが重要。

○医療や介護など様々な生活支援サービスが日常生活圏域で適切に提供されるコンパクトなまちを目指すことが重要。
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